
 
 

任意継続 手続きの流れ  ～資格取得から喪失まで～ 
 
 
《初年度：退職日の翌日から３月３１日》 

○申請者   退職から２０日以内に任意継続申請 

↓ 
■健保組合  書類を受付後、初回分納付書送付 

↓ 
○申請者   納付書に基づき保険料を振込みする（引落しは出来ません） 

振込先：静岡県信連 本店（金融機関コード：３０２１－００１） 

普通口座１３８７ 静岡県農団健保（ｼｽﾞｵｶｹﾝﾉｳﾀﾞﾝｹﾝﾎﾟ） 

↓                     ※手数料はご負担下さい 
■健保組合  入金確認と、書類審査を行う 

※退職の翌日より任意継続被保険者の資格取得となります 
保険証と残りの当年度分納付書（月払、半年払の方のみ）を簡易書留で送付 

↓ 
○任継者   月払、半年払の方のみ、各納付期限までに振込みする ※手数料はご負担下さい 

（月払：毎月１日～１０日 半年払：９月１日～末日） 

※期限の前月には振込みできません 

↓ 
《次年度》 
■健保組合  ３月上旬 次年度の保険料通知書と次年度分納付書を送付 

↓ 
○任継者  ・続ける方 保険料を振込みする（納付期限 月払 →毎月１日～１０日 

半年払→３月末日・９月１日～末日 

年払 →３月末日まで） 

・中止する方 健保組合へ連絡後、保険料は振込みしない 

４月納付期限の翌日に資格喪失します 保険証を健保組合へ返却 

※詳しくは翌年度の保険料通知書発送時にお知らせします 

↓ 
■健保組合  入金確認        （５月から２月に資格取得した方は次々年度あり） 

↓ 
■健保組合  資格取得の２年経過日までに期限満了（資格喪失）のお知らせを送付 

↓ 
○任継者   資格喪失日以降に健保組合へ保険証を返却 

 
・ 任意継続に加入できる期間は、退職の翌日（資格取得日）より最長２年となります。 
・ ２年の間に就職して他の健康保険組合へ被保険者として加入したとき、後期高齢者医療制

度に加入するとき、または亡くなられたときは資格喪失となりますので、健保組合までご

連絡ください（手続き方法をご案内します。また振込済みで、未経過の保険料はお返しし

ます）。 
・ その他の理由で脱退したい場合も健保組合までお申し出ください。申出書が受理された翌

月１日に資格喪失することができます。 

今はここです 

・保険料の振込みをしなかった（忘れた）時は、納付期限の翌日に資格が無くなります。 

・納付書、金融機関の振込票の控え、ATM の控え等は所得税の確定申告に必要となります。

大切に保管をお願いします。（再発行は原則できません） 

注意事項 


